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平成28年５月31日（第2791号）掲載の秋田県公告（農用地利用配分計画の認可 農林政策課）

（原稿誤り）

２ページの番号2056の住所又は所在地について、「仙北群美郷町上深井字松葉野118番地３」は「仙北郡美郷町上深井

字松葉野118番地３」の誤り

２ページの番号2057の住所又は所在地について、「大仙市四ツ屋字椧田1157番地内」は「大仙市四ツ屋字椧田11番地

内」の誤り

２ページの番号2060の氏名又は名称について、「高 橋 兼 夫」は「髙 𣘺 兼 夫」の誤り

２ページの番号2074の氏名又は名称について、「農事組合法人ふじきファーム」は「農事組合法人ふじきファーミン

グ」の誤り

２ページの番号2075の氏名又は名称について、「有限会社かわのめ」は「農事組合法人かわのめ」の誤り

３ページの番号2083の氏名又は名称について、「高 柳 則 男」は「髙 柳 則 男」の誤り

３ページの番号2084の氏名又は名称について、「高 橋 司」は「髙 橋 司」の誤り

３ページの番号2084の賃借権の設定等を受ける土地について、「大仙市払田字大谷地65番ほか９筆」は「大仙市払田

字大谷地64番１ほか９筆」の誤り

３ページの番号2085の賃借権の設定等を受ける土地について、「大仙市福田字大面122番ほか１筆」は「大仙市福田字

星宮122番ほか１筆」の誤り

３ページの番号2086の賃借権の設定等を受ける土地について、「大仙市横堀字高倉99番」は「大仙市横堀字高倉132

番」の誤り

３ページの番号2097の氏名又は名称について、「高 橋 勝」は「髙 橋 勝」の誤り

４ページの番号2110の住所又は所在地について、「大仙市鑓見内字館ノ内126番地」は「大仙市鑓見内字館ノ内121番

地」の誤り

５ページの番号2122の氏名又は名称について、「高 橋 龍 治」は「髙 橋 龍 治」の誤り

５ページの番号2130の賃借権の設定等を受ける土地について、「仙北郡美郷町六郷東根上四天地69番ほか17筆」は

「仙北郡美郷町六郷東根上四天地68番ほか17筆」の誤り

５ページの番号2134の住所又は所在地について、「仙北群美郷町境田字籠林25番地」は「仙北郡美郷町境田字籠林25

番地」の誤り

５ページの番号2134の賃借権の設定等を受ける土地について、「仙北群美郷町境田字下中野町52番１ほか７筆」は

「仙北郡美郷町境田字下中野町52番１ほか７筆」の誤り

５ページの番号2136の住所又は所在地について、「大仙市大曲諏訪田107番地２」は「大仙市大曲字諏訪田107番地

２」の誤り

５ページの番号2137の氏名又は名称について、「髙 桝 順 逸」は「髙 栁 順 逸」の誤り

６ページの番号2145の氏名又は名称について、「高 橋 一 平」は「髙 橋 一 平」の誤り

６ページの番号2152の賃借権の設定等を受ける土地について、「仙北郡美郷町金沢字米ノ口316番ほか５筆」は「仙北

郡美郷町金沢字米ノ口316番ほか６筆」の誤り

６ページの番号2155の氏名又は名称について、「斎 藤 治右衛門」は「斎 藤 治右衞門」の誤り

６ページの番号2158の氏名又は名称について、「髙 橋 修」は「高 橋 修」の誤り

６ページの番号2159の氏名又は名称について、「高 橋 洋 悦」は「髙 橋 洋 悦」の誤り

６ページの番号2160の賃借権の設定等を受ける土地について、「仙北郡美郷町本堂城回川口道北359番１」は「仙北郡

美郷町本堂城回字川口道北359番１ほか214筆」の誤り

６ページの番号2161の賃借権の設定等を受ける土地について、「仙北郡美郷町本堂城回馬場299番１ほか３筆」は「仙

北郡美郷町本堂城回字馬場299番１ほか３筆」の誤り

７ページの番号2164の氏名又は名称について、「高 山 憲 男」は「髙 山 憲 男」の誤り

７ページの番号2166の氏名又は名称について、「高 橋 利 光」は「髙 橋 利 光」の誤り

７ページの番号2179の賃借権の設定等を受ける土地について、「横手市みたけ市杉沢187番」は「横手市みたけ字杉沢

187番」

８ページの番号2203の賃借権の設定等を受ける土地について、「横手市雄物川町今宿字下鶴田132番」は「横手市雄物

川町今宿字下鶴田132番ほか15筆」の誤り

９ページの番号2216の賃借権の設定等を受ける土地について、「湯沢市下関字榎木257番地ほか１筆」は「湯沢市下関

字榎木257番ほか１筆」の誤り

９ページの番号2217の賃借権の設定等を受ける土地について、「湯沢市駒形町字東福寺山根130番地３ほか３筆」は

「湯沢市駒形町字東福寺山根110番３ほか３筆」の誤り
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９ページの番号2219の賃借権の設定等を受ける土地について、「湯沢市稲庭町字八郷194番地ほか２筆」は「湯沢市稲

庭町字八郷194番ほか２筆」の誤り

９ページの番号2220の賃借権の設定等を受ける土地について、「湯沢市字上萩生田33番地１ほか３筆」は「湯沢市字

上萩生田33番１ほか３筆」の誤り

９ページの番号2224の賃借権の設定等を受ける土地について、「雄勝郡東成瀬村椿川字新屋布９番ほか21筆」は「雄

勝郡東成瀬村椿川字悪戸52番１ほか21筆」の誤り


